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第１章　基本的な考え方

第２章　施策の体系（体系表）

基本目標Ⅰ　男女共同参画の意識づくり

（４）　仕事と子育て及び介護等の両立支援
　　　　　　　　　　　（女性活躍推進法　市町村推進計画）

（１）　雇用環境の整備と働き方の見直し
　　　　　　　　　（女性活躍推進法　市町村推進計画）

（２）　家庭生活における男女共同参画の促進

（３）　地域活動における男女共同参画の促進

施策の方向性１　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

（２）　性別による固定的な役割分担を反映した社会制度や慣行の見直し

施策の方向性２　男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

第３章　目標と施策

34

25

24

施策の方向性２　政策・方針決定過程における男女共同参画の促進

施策の方向性１　男女共同参画意識の醸成

（１）　男女共同参画の理解を促す広報・啓発活動

（２）　男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

1

11

13

17

12

7

15

16

（３）　農業の分野における女性の参画の促進

26

（１）　政策・方針決定過程における女性の参画の促進

（２）　女性の人材育成施策の充実

（３）　男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進

基本目標Ⅱ　男女がともに仕事・家庭生活・地域活動などに参画
　　　　　　　　 できる環境づくり

38

39

（１）　男女共同参画の視点に立った家庭教育支援の充実

27

30

32

36

18

20

22

40施策の方向性３　復興・防災における男女共同参画の促進

41（１）　復興・防災体制及び現場における女性の参画の促進



80

５　男女共同参画社会基本法

８　男女共同参画政策のあゆみ

資料編

１　福島市男女共同参画推進条例

２　福島市男女共同参画審議会規則

３　福島市男女共同参画推進本部設置要綱

４　日本国憲法（抄）

６　女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

７　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（２）　市民による協力推進体制の充実

（１）　庁内推進体制の充実

１　推進体制の充実と強化 54

第４章　計画の推進

（１）　拠点施設の充実

３　拠点施設の充実

２　指導者の養成と関係団体との連携強化 55

56

（２）　関係団体への支援

（１）　指導者等の養成

（１）　生涯の各段階に応じた心とからだの健康支援

基本目標Ⅲ　男女の人権を尊重する社会づくり

施策の方向性１　男女間のあらゆる暴力等の根絶

施策の方向性２　男女の生涯にわたる健康支援

（２）　相談・支援体制の充実

42

89

63

64

66

69

54

55

55

56

57

59

73

51

44

45

46

48

48

54

50施策の指標

（１）　ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の防止に向けた意識啓発


